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１　令和７（２０２５）年度補正予算概要

一般会計

［歳　入］

（単位：千円）

科　　　目 補　正　額

雑 入 1,990

［歳　出］

　 民生費

（単位：千円）

科　　　目 補　正　額 説　　明 特 定 財 源

社会福 祉総 務費 1,082 介護人材等地域定着対策 （その他）その

　　　　　　　　　事業費増　　 2,716 他の雑入　

　介護人材等地域定着　 (行旅死亡人

                  奨励金増　　2,716 等遺留金収入)

総合福祉センター関係経費減　 △2,500 2,090

　総合福祉センター照明設備 （地方債）総合

　　　　　ＬＥＤ化事業費減　△2,500 福祉センター

行旅病人死亡人等取扱経費増　　 2,700 照明設備ＬＥ

社会福祉施設点検事業費減　　 △1,834 Ｄ化事業債

　　 △2,500

　 衛生費

（単位：千円）

科　　　目 補　正　額 説　　明 特 定 財 源

保健衛 生総 務費 3,078 総合保健センター関係経費減　 △2,900 （道）在宅医療

　総合保健センター照明設備 提供体制強化

　　　　　ＬＥＤ化事業費減　△2,900 事業費補助金

在宅医療提供体制強化事業 4,902

　　　　　　　　　関係経費　　 5,978 （地方債）総合

　在宅医療グループ診療運営 保健センター

　　　　　　　  　　事業費　  3,591 照明設備ＬＥ

　在宅医療連携拠点運営 Ｄ化事業債

　　　　　　　　　　事業費　　2,387 　　 △2,900

説　　　明

いきいきふるさと推進事業助成金　　　　　　　　 1,990
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　 教育費

（単位：千円）

科　　　目 補　正　額 説　　明 特 定 財 源

私立学 校振 興費 △ 1,333 私立専修学校運営助成費減　　 △1,333
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[債務負担行為]

（追　加） （単位：千円）

事　　項 期　　間 限　度　額

生 活 困 窮 者 世 帯

学 習 支 援 等 業 務 委 託 料

（変　更） （単位：千円）

公共施設照明設備ＬＥＤ化

Ｅ Ｓ Ｃ Ｏ 事 業 業 務 委 託 料

総 合 福 祉 セ ン タ ー

総 合 保 健 セ ン タ ー

火 葬 場 管 理 委 託 料

斎 場

戸 井 斎 場

椴 法 華 斎 場

南 茅 部 斎 場

令和8(2026)年度 27,795

747,876

8,640 8,052

745,582

事　　項
限　度　額

補　正　後

限　度　額

補　正　前
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２ 函館市指定通所支援の事業等の人員，設備および運営に関す

る基準等を定める条例の一部を改正する条例の骨子 

 

 （１） 改正理由 

     児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関

する基準の一部改正に伴い，通所する障害児に対して指定児童発達支援

事業者等が行う健康診断に関する規定を整備するため 

 

 （２） 改正内容 

     別紙新旧対照表のとおり 

 

 （３） 施行期日 

     公布の日 
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函館市指定通所支援の事業等の人員，設備および運営に関する基準等を定める条例 

新旧対照表 

  

現   行 改 正 案 

  

第２章 児童発達支援 第２章 児童発達支援 

  

第４節 運営に関する基準 第４節 運営に関する基準 

  

（健康管理） （健康管理） 

第34条 指定児童発達支援事業者（児童発達支援

センターである指定児童発達支援事業所におい

て，指定児童発達支援の事業を行う者に限

る。）は，常に障害児の健康の状況に注意する

とともに，通所する障害児に対し，通所開始時

の健康診断，少なくとも１年に２回の定期健康

診断および臨時の健康診断を，学校保健安全法

（昭和33年法律第56号）に規定する健康診断に

準じて行わなければならない。 

第34条 （略） 

２ 前項の指定児童発達支援事業者は，同項の規

定にかかわらず，次の表の左欄に掲げる健康診

断が行われた場合であって，当該健康診断がそ

れぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部また

は一部に相当すると認められるときは，同欄に

掲げる健康診断の全部または一部を行わないこ

とができる。この場合において，指定児童発達

支援事業者は，それぞれ同表の左欄に掲げる健

康診断の結果を把握しなければならない。 

２ 前項の指定児童発達支援事業者は，同項の規

定にかかわらず，次の表の左欄に掲げる健康診

断または健康診査（母子保健法（昭和40年法律

第141号）第12条または第13条に規定する健康

診査をいう。同表において同じ。）（以下この

項において「健康診断等」という。）が行われ

た場合であって，当該健康診断等がそれぞれ同

表の右欄に掲げる健康診断の全部または一部に

相当すると認められるときは，同欄に掲げる健

康診断の全部または一部を行わないことができ

る。この場合において，指定児童発達支援事業

者は，それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断等

の結果を把握しなければならない。 

（略） 

障害児が通学する学校

における健康診断 

定期の健康診断または

臨時の健康診断 

（新設） 

 

 

 
 

（略） 

（略） 

 

（略） 

乳児または幼児に対す

る健康診査 

通所する障害児に対す

る通所開始時の健康診

断，定期の健康診断ま

たは臨時の健康診断 
 

３ （略） ３ （略） 

   

第５節 共生型障害児通所支援に関する 

基準 

第５節 共生型障害児通所支援に関する 

基準 

  

（準用） （準用） 

第59条 第５条，第８条，第９条および前節（第

12条を除く。）の規定は，共生型児童発達支援

第59条 （略） 
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の事業について準用する。 
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３ 公の施設の指定管理者の指定について 

 

 (1) 函館市斎場，函館市戸井斎場，函館市椴法華斎場および函館市南

茅部斎場の指定管理者 

    ア 公の施設の名称および位置 

     その１ 

      名称 函館市斎場 

      位置 函館市船見町２７番１号 

     その２  

      名称 函館市戸井斎場 

      位置 函館市館町１６９番地１ 

    その３ 

     名称 函館市椴法華斎場 

     位置 函館市絵紙山町２７番地２ 

    その４ 

     名称 函館市南茅部斎場 

     位置 函館市尾札部町２４５７番地１，２４５７番地２，  

        ２４５９番地，２４６０番地，２４７０番地，  

        ２４７１番地および２４７３番地 

   イ 指定管理者の住所，名称および代表者の氏名 

      住所 函館市末広町２２番２１号 

     名称 株式会社マルゼンシステムズ 

     代表者の氏名 代表取締役 田中 千尋 

   ウ 指定の期間 

      令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

   エ 候補者の選定 

      (ｱ) 応募団体の名称 

          株式会社マルゼンシステムズ 

      (ｲ) 評価内容 

        評価基準に基づき７名の選定委員が個別に評価を行い，適当

と認められるため候補者とした。 

   オ 管理委託料 

７４５，５８２千円 
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